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中
小
企
業
の
育
児
・
就
業
継
続
支
援
策 

   
一
九
社
の
事
例
調
査
か
ら
―
特
徴
と
可
能
性 

法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
・
上
林
千
恵
子 

　 １ 

中
小
企
業
と
育
児
支
援 

 

　
中
小
企
業
は
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
育
児

休
業
取
得
者
が
一
人
で
も
出
て
く
る
と
、
要

員
管
理
の
上
で
そ
の
影
響
が
大
き
い
。
ま
た

福
利
厚
生
費
を
割
く
余
裕
に
乏
し
く
、
さ
ら

に
大
企
業
と
同
額
で
一
人
当
た
り
福
利
厚
生

費
を
割
い
て
も
、
中
小
企
業
で
は
規
模
の
メ

リ
ッ
ト
が
活
か
し
に
く
い
、
ま
た
長
期
雇
用

慣
行
が
弱
い
の
で
、
福
利
厚
生
に
よ
っ
て
従

業
員
の
定
着
管
理
を
図
る
必
要
性
が
低
い
な

ど
の
理
由
で
、
大
企
業
と
比
較
す
る
と
育
児

支
援
策
に
不
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
中

小
間
で
は
育
児
と
は
何
よ
り
も
そ
の
家
庭
の

問
題
で
あ
り
、
ま
た
保
育
所
設
置
な
ど
は
地

方
自
治
体
の
問
題
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
に

ま
で
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
は
非
常
に
困
る
、

と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
き
た
。
大
企
業

で
も
、
育
児
支
援
は
各
種
福
利
厚
生
の
中
で

の
位
置
づ
け
は
低
く
、
「
託
児
・
育
英
」
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
部
、
慶
弔
見
舞
金
の
一
部

を
構
成
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。 

　
し
か
し
一
九
九
二
年
か
ら
育
児
休
業
法
が

施
行
さ
れ
、
一
九
九
六
年
か
ら
規
模
三
〇
人

以
下
事
業
所
に
も
こ
の
法
が
適
用
さ
れ
た
か

ら
、
中
小
企
業
も
育
児
支
援
策
と
は
無
縁
で

は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
に
生

活
福
祉
研
究
機
構
が
「
中
小
企
業
に
お
け
る

育
児
支
援
に
関
す
る
調
査
研
究
委
員
会
（
注

１
）
を
設
置
し
た
目
的
も
、
中
小
企
業
に
お

け
る
育
児
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
筆
者
も
参
加
し
た
こ
の
調
査
結

果
に
基
づ
き
な
が
ら
、
中
小
企
業
で
の
育
児

支
援
、
特
に
育
児
休
業
取
得
の
可
能
性
を
展

望
し
た
い
。
殊
に
、
規
模
が
小
さ
い
と
い
う

中
小
企
業
の
論
理
と
女
性
就
業
継
続
支
援
策

が
ど
の
よ
う
に
両
立
可
能
か
考
え
て
み
よ
う
。 

 

２ 

女
性
職
種
の
企
業
内
位
置 

　 

づ
け
と
育
児
支
援
の
内
容 

 

　
調
査
対
象
と
な
っ
た
企
業
一
九
社
は
、
全

国
の
二
一
世
紀
職
業
財
団
地
方
事
務
所
か
ら
、

仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
に
熱
心
な
中
小

企
業
を
推
薦
し
て
も
ら
い
、
そ
の
中
で
訪
問

面
接
調
査
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
企
業
で
あ

る
。
こ
の
結
果
は
第
１
表
に
見
ら
れ
る
と
お

り
で
あ
る
。 

　
中
小
企
業
が
ど
こ
ま
で
自
社
で
様
々
な
育

児
支
援
を
実
施
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、

基
本
的
に
は
そ
の
企
業
に
と
っ
て
の
女
性
従

業
員
の
必
要
性
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。
女

性
従
業
員
が
職
場
の
基
幹
労
働
力
と
し
て
不

可
欠
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
定
着
に
企

業
と
し
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
育
児
支
援
の
内
容
も
手
厚
い
。
そ
こ

で
以
下
に
女
性
が
つ
い
て
い
る
職
種
を
中
心

に
中
小
企
業
の
支
援
策
を
み
よ
う
。 

（
１
）
看
護
師
・
保
育
士 

　
看
護
師
、
保
育
士
の
二
職
種
は
従
来
ま
で

看
護
婦
、
保
母
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
歴
史
的

に
女
性
職
種
で
あ
り
、
資
格
を
必
要
と
す
る

専
門
職
種
で
あ
る
。
病
院
や
保
育
園
は
病
床

数
や
収
容
す
る
保
育
園
児
数
に
よ
っ
て
こ
れ

ら
職
種
の
人
員
配
置
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
一
定
数
以
上
の
人
数
確
保
は
組
織

運
営
上
、
至
上
命
題
と
な
っ
て
い
る
。 

　
Ａ
病
院
は
、
ほ
ぼ
一
〇
年
前
の
一
九
九
一

年
に
看
護
師
の
確
保
の
た
め
に
保
育
室
を
自

前
で
設
置
し
た
経
歴
が
あ
る
。
現
在
は
地
域

の
保
育
所
が
完
備
さ
れ
て
い
る
た
め
に
企
業

内
保
育
施
設
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
現
在
で
も

看
護
師
の
中
心
は
既
婚
者
で
あ
る
。
育
児
休

業
か
ら
復
帰
直
後
の
人
に
は
①
夜
勤
回
数
を

少
な
く
す
る
②
夫
が
在
宅
す
る
土
・
日
曜
日

に
夜
勤
を
当
て
る
③
育
児
休
業
期
間
中
の
代

替
要
員
に
は
准
看
護
師
を
有
期
雇
用
す
る
、

な
ど
の
対
策
が
と
ら
れ
た
。
夜
勤
回
数
な
ど

の
決
定
は
婦
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
う
し
た
婦
長
を
中
心
と
す
る
職
場
で
の
自

律
的
な
裁
量
と
相
互
扶
助
機
能
に
よ
っ
て
出

産
後
の
就
業
継
続
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
Ｃ
保
育
園
で
も
保
育
士
の
勤
続
年
数
は

平
均
七
〜
八
年
で
、
出
産
退
職
者
は
い
な
い
。

保
育
士
の
配
置
基
準
が
地
方
自
治
体
毎
に
決

ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
保
育
士
の
育
児
休
業

期
間
中
は
代
替
要
員
が
有
期
雇
用
さ
れ
て
い

る
。 

　
看
護
師
・
保
育
士
の
場
合
は
女
性
職
場
で

あ
り
、
ま
た
人
員
配
置
基
準
が
設
定
さ
れ
て

い
る
た
め
に
、
一
般
民
間
企
業
よ
り
も
育
児

期
間
中
の
就
業
継
続
が
容
易
で
あ
る
。 

（
２
）
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
バ
ス
ガ
イ
ド 

　
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
バ
ス
ガ
イ
ド
も
典
型
的

な
女
性
職
種
で
あ
る
。
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
は
ホ

テ
ル
業
Ｑ
社
、
バ
ス
ガ
イ
ド
は
旅
客
運
送
業

の
Ｐ
社
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
業
は
二
四
時
間
勤

務
で
、
日
曜
・
祭
日
な
ど
に
は
宴
会
・
結
婚

式
な
ど
が
重
な
り
平
日
よ
り
も
業
務
が
多
忙

化
す
る
。
必
要
と
さ
れ
る
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の

人
数
も
増
加
す
る
が
、
通
常
の
保
育
所
は
日

曜
・
祭
日
は
閉
所
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
Ｑ

社
で
は
パ
ー
ト
を
含
む
女
性
従
業
員
全
体
を

対
象
に
、
企
業
内
保
育
室
を
設
置
し
た
。
こ

れ
ま
で
女
性
従
業
員
用
に
設
置
さ
れ
て
い
た

女
子
寮
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
利
用
額

は
一
カ
月
二
〇
日
以
上
の
利
用
で
正
規
従
業

員
が
二
万
円
、
パ
ー
ト
が
一
万
円
で
あ
り
、

不
足
分
は
会
社
負
担
で
あ
る
。
利
用
者
の
評

判
は
よ
い
。 

　
Ｐ
社
の
バ
ス
ガ
イ
ド
平
均
勤
続
年
数
は
五

年
、
不
景
気
で
定
着
率
が
向
上
し
た
。
Ｐ
社

の
就
業
継
続
支
援
策
で
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、

再
雇
用
制
度
に
あ
る
。
バ
ス
ガ
イ
ド
は
勤
続

三
年
以
上
に
な
る
と
一
人
前
に
な
る
の
で
、

結
婚
退
職
し
た
人
を
積
極
的
に
再
雇
用
し
て

い
る
。
そ
の
場
合
、
バ
ス
ガ
イ
ド
と
し
て
泊

ま
り
勤
務
が
可
能
な
人
は
正
規
従
業
員
、
日

帰
り
仕
事
の
み
を
担
当
す
る
人
は
ア
ル
バ
イ

ト
と
し
て
区
別
し
て
い
た
。
Ｐ
社
で
は
若
年

者
の
離
職
率
が
高
い
た
め
、
普
段
か
ら
バ
ス 
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ガ
イ
ド
の
人
数
は
多
め
に
確
保
し
て
い
る
の

で
、
育
児
・
介
護
休
業
者
が
出
て
も
特
に
困

る
こ
と
は
な
い
。 

　
Ｐ
社
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
旦
、

結
婚
や
出
産
で
退
職
し
て
も
、
女
性
従
業
員

が
そ
の
地
域
に
住
み
続
け
て
い
る
場
合
に
は

再
雇
用
が
可
能
で
あ
る
。
出
産
退
職
し
て
も

長
期
的
に
は
就
業
継
続
が
可
能
で
あ
り
、
そ

れ
は
従
業
員
・
企
業
の
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が

大
き
い
。
再
雇
用
者
は
他
の
企
業
に
再
就
職

す
る
よ
り
も
在
職
中
の
訓
練
を
活
か
し
て
高

い
賃
金
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
企
業
も
未
熟
練

者
の
訓
練
の
必
要
が
な
い
か
ら
だ
。 

 
（
３
）
縫
製
工
、
食
品
製
造
工
、
検
査
工
、

軽
自
動
車
運
転
手 

 

衣
服
製
造
業
に
お
け
る
縫
製
工
、
食
品
製

造
の
現
場
、
流
れ
作
業
の
最
終
工
程
の
検
査

工
、
の
二
職
種
も
歴
史
的
に
女
性
中
心
の
職

種
で
あ
る
。 

　
ス
ポ
ー
ツ
衣
料
製
造
の
Ｊ
社
で
は
、
育
児

休
業
者
が
出
た
場
合
は
、
ラ
イ
ン
の
組
み
方

を
変
え
て
人
数
の
減
少
に
対
応
し
て
い
た
。

縫
製
業
は
季
節
商
品
を
販
売
し
て
い
る
だ
け

に
年
間
を
通
じ
て
繁
閑
の
差
が
大
き
く
、
育

児
休
業
取
得
者
が
出
て
も
一
人
位
な
ら
ば
誤

差
の
範
囲
と
い
う
。
育
児
休
業
取
得
後
に
職

場
復
帰
し
た
場
合
に
は
、
保
育
園
へ
の
子
供

の
迎
え
の
た
め
に
規
定
の
終
業
時
刻
よ
り
も

早
め
に
退
社
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

職
場
の
仲
間
で
カ
バ
ー
し
て
い
る
よ
う
で
、

会
社
と
し
て
は
特
に
短
時
間
勤
務
制
度
を
制

度
化
し
て
い
な
い
。 

　
ま
た
製
造
部
門
の
ラ
イ
ン
作
業
、
総
菜
宅

配
業
の
軽
自
動
車
運
転
手
の
場
合
、
一
日
の

作
業
量
、
一
時
間
あ
た
り
の
作
業
量
が
決
ま

っ
て
い
る
の
で
、
ラ
イ
ン
に
穴
が
あ
い
て
は

い
け
な
い
。
そ
こ
で
普
段
か
ら
欠
勤
対
策
と

し
て
余
剰
人
員
を
お
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
企
業
と
し
て
は
育
児
休
業
で
あ
れ
、
子
供

の
病
気
で
あ
れ
、
学
校
行
事
で
あ
れ
、
欠
勤

者
が
出
た
場
合
に
は
、
他
の
部
署
か
ら
人
を

回
し
て
補
充
が
可
能
で
あ
る
。 

　
以
上
、
製
造
現
場
の
女
性
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
職
場
で
は
、
仕
事
量
に
比
較
し
て
や

や
多
目
の
要
員
を
日
ご
ろ
か
ら
確
保
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
Ｋ
社
で
の
女
性
の
平
均
勤

続
年
数
は
一
四
・
六
年
と
長
い
。 

（
４
）
事
務
職 

　
中
小
企
業
で
の
女
性
事
務
職
は
従
業
員
に

占
め
る
割
合
が
低
い
。
金
融
業
で
あ
る
Ｆ
団

体
を
除
く
と
、
製
造
業
で
は
男
性
が
営
業
や

製
造
現
場
で
就
業
し
、
女
性
事
務
職
は
そ
う

し
た
業
務
が
円
滑
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
な
補

助
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
人
数
が
少
な
い

だ
け
に
、
各
職
場
で
担
当
者
が
育
児
休
業
で

抜
け
る
事
態
が
発
生
す
る
と
、
そ
の
補
充
が

不
可
欠
と
な
る
。
電
機
機
器
製
造
の
Ｂ
社
で

は
、
二
人
職
場
で
あ
っ
た
た
め
、
一
人
の
人

が
育
児
休
業
期
間
中
は
、
他
の
一
人
の
勤
務

日
数
が
増
加
し
た
。
他
の
製
造
業
の
企
業
で

は
、
派
遣
社
員
を
雇
用
し
て
従
業
員
の
代
替

要
員
と
し
て
い
た
。
事
務
職
の
場
合
は
派
遣

社
員
が
雇
用
で
き
る
こ
と
、
ま
た
育
児
休
業

の
場
合
は
病
気
欠
勤
な
ど
と
異
な
り
開
始
と

終
了
期
間
が
予
め
想
定
で
き
る
の
で
、
派
遣

社
員
の
雇
用
が
可
能
で
あ
る
。
派
遣
社
員
な

ど
女
性
雇
用
者
間
に
み
ら
れ
る
就
業
形
態
の

多
様
化
が
、
女
性
の
就
業
継
続
を
可
能
と
し

て
い
る
。 

　
だ
が
一
方
、
Ｆ
団
体
で
は
育
児
休
業
代
替

要
員
と
し
て
パ
ー
ト
を
雇
用
し
た
と
こ
ろ
、

彼
ら
が
十
分
戦
力
と
な
る
こ
と
が
判
明
し
、

パ
ー
ト
制
度
を
設
置
し
、
パ
ー
ト
勤
務
一
年

以
上
の
人
の
中
か
ら
、
選
別
し
て
よ
り
条
件

の
よ
い
契
約
社
員
制
度
を
設
置
し
た
。 

　
派
遣
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
雇
用
が

普
及
し
て
代
替
要
員
の
供
給
源
と
な
り
、
女

性
の
育
児
休
業
取
得
が
容
易
に
な
っ
た
が
、

他
方
、
育
児
休
業
を
取
得
す
る
正
規
従
業
員

と
派
遣
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
の
競
合

も
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、

Ｍ
社
で
は
派
遣
社
員
を
雇
用
し
た
こ
と
が
正

規
従
業
員
の
刺
激
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た

Ｅ
社
で
は
、
育
児
休
業
取
得
後
に
復
帰
し
た

が
保
育
園
の
迎
え
が
難
し
く
、
定
時
前
に
退

社
可
能
な
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
へ
雇
用
形
態
を

変
更
し
た
事
務
職
も
い
た
。 

　
事
務
職
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
派
遣

社
員
が
拡
大
し
て
代
替
要
員
確
保
が
容
易
に

な
っ
た
反
面
、
事
務
職
と
派
遣
社
員
と
の
競

合
が
起
き
て
、
職
場
復
帰
へ
の
不
安
が
生
じ

て
い
る
側
面
が
あ
る
。
正
社
員
事
務
職
で
育

児
休
業
後
の
短
時
間
勤
務
者
と
、
代
替
要
員

で
あ
る
派
遣
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
の
間
の

線
引
き
の
問
題
が
潜
在
的
に
内
在
し
て
い
る
。 

（
５
）
技
術
職 

　
技
術
職
は
従
来
の
女
性
職
種
で
は
な
い
。

今
回
調
査
で
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
学
歴
の

高
い
大
卒
女
性
が
技
術
者
と
し
て
就
業
し
て

い
た
。
賃
金
も
男
女
同
一
で
あ
る
こ
と
も
あ

り
、
本
人
の
就
業
継
続
意
欲
も
高
く
勤
続
年

数
も
長
い
。
育
児
休
業
を
取
得
し
て
も
本
人

と
同
等
の
能
力
を
持
つ
代
替
要
員
は
容
易
に
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中小企業では制度はなくても、慣行として就業継続できる例も多い 

は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
間
、
職
場
の

仲
間
で
仕
事
を
や
り
く
り
し
て
い
る
企
業
が
、

水
質
分
析
を
業
務
の
一
つ
と
し
て
い
る
Ｅ
社

で
あ
っ
た
。 

　
ま
た
情
報
処
理
業
の
Ｈ
社
で
は
、
従
業
員

の
技
術
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
育
児
休
業
取
得
へ

の
対
応
が
異
な
る
。
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
と
、
ル

ー
テ
ィ
ー
ン
ワ
ー
ク
が
多
い
Ｓ
Ｅ
の
場
合
は
、

代
替
要
員
の
採
用
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か

し
よ
り
技
術
レ
ベ
ル
の
高
い
Ｓ
Ｅ
職
で
は
容

易
に
代
替
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
結
局
、
育
児

休
業
取
得
者
の
上
司
が
休
業
者
の
仕
事
を
カ

バ
ー
す
る
、
あ
る
い
は
納
期
を
延
長
す
る
、

な
ど
の
対
策
を
実
施
し
た
。
外
回
り
の
Ｓ
Ｅ

の
場
合
は
営
業
を
兼
務
し
て
い
る
の
で
育
児

休
業
の
取
得
は
む
ず
か
し
い
。 

　
技
術
職
の
場
合
は
、
技
術
が
高
け
れ
ば
代

替
要
員
が
容
易
に
み
つ
か
ら
ず
、
そ
の
分
だ

け
雇
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
事
務
職
の
よ

う
に
、
派
遣
社
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
自

分
の
雇
用
機
会
が
脅
か
さ
れ

る
こ
と
も
少
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
代
替
要
員
が
見
つ

か
ら
な
い
分
だ
け
、
育
児
休

業
取
得
も
ま
ま
な
ら
な
い
と

い
う
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。 

  

３ 

中
小
企
業 

　 
育
児
支
援
策
の 

　 
特
徴
と
可
能
性 
 

　
以
上
か
ら
中
小
企
業
の
育

児
支
援
・
就
業
継
続
支
援
策

を
み
る
と
い
く
つ
か
の
特
徴

を
指
摘
で
き
る
。 

（
１
）
再
雇
用
を
利
用 

　
中
小
企
業
の
従
業
員
を
雇

用
す
る
地
域
労
働
市
場
が
狭

い
た
め
に
、
従
業
員
が
結
婚
・

出
産
な
ど
を
理
由
に
退
職
し

て
も
、
本
人
の
人
柄
、
能
力

は
そ
の
ま
ま
情
報
と
し
て
企

業
内
に
蓄
積
さ
れ
、
子
育
て

後
の
再
雇
用
に
役
立
た
せ
て

い
る
。
規
模
が
小
さ
い
た
め

に
こ
う
し
た
慣
行
は
制
度
化

さ
れ
て
い
な
い
が
、
再
雇
用

は
企
業
・
従
業
員
双
方
に
歓

迎
さ
れ
て
い
る
。 

（
２
）
伝
統
的
な
女
性
職
場
で
の
相
互
扶
助 

　
女
性
に
と
っ
て
出
産
・
育
児
は
大
き
な
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
。
伝
統
的
な
女
性
職
場
で
は
、

出
産
育
児
を
仕
事
と
両
立
さ
せ
る
慣
行
と
し

て
、
育
児
休
業
復
帰
者
が
就
業
継
続
可
能
な

よ
う
に
退
社
時
刻
や
夜
勤
の
割
り
当
て
に
柔

軟
性
を
持
た
せ
て
い
た
。
育
児
休
業
制
度
の

規
定
の
有
無
を
企
業
規
模
別
に
見
る
と
、
確

か
に
企
業
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
そ
の
規
定
が

な
い
事
業
所
が
多
い
。
し
か
し
、
制
度
化
さ

れ
な
い
職
場
の
慣
行
と
し
て
、
ま
た
育
児
を

担
う
女
性
間
の
相
互
扶
助
の
慣
行
と
し
て
出

産
経
験
者
の
就
業
継
続
が
図
ら
れ
て
い
た
。

職
場
そ
れ
自
体
が
小
さ
い
た
め
に
、
慣
行
の

支
配
す
る
余
地
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。 

（
３
）
余
裕
の
あ
る
要
員
管
理 

　
既
婚
女
性
の
場
合
は
、
育
児
休
業
取
得
だ

け
で
な
く
、
家
庭
責
任
と
仕
事
責
任
を
両
立

さ
せ
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
欠
勤
す
る
。
こ

れ
を
前
提
に
し
て
、
要
員
に
多
少
の
余
裕
を

持
た
せ
て
い
る
企
業
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
企
業
で
は
、
職
場
や
仕
事
に
熟
知

し
た
長
期
勤
続
者
も
多
く
、
長
期
的
な
観
点

か
ら
み
る
と
、
多
少
の
余
裕
人
員
が
、
女
性

の
長
期
勤
続
を
可
能
と
し
、
結
果
と
し
て
職

場
の
効
率
を
向
上
さ
せ
て
い
る
。 

（
４
）
代
替
不
可
能
な
技
能
・
知
識
・
能
力

を
持
つ
従
業
員
に
対
し
て
の
育
児
休

業
取
得
の
完
全
保
障 

　
技
術
職
や
高
い
技
術
レ
ベ
ル
を
持
つ
Ｓ
Ｅ

な
ど
、
企
業
に
と
っ
て
「
余
人
を
も
っ
て
代

え
が
た
い
」
能
力
を
持
つ
人
こ
そ
企
業
も
大

事
に
す
る
。
本
来
は
彼
女
た
ち
の
育
児
休
業

は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
企
業
と
し

て
も
彼
女
ら
の
就
業
継
続
を
希
望
し
て
い
る

の
で
、
人
員
の
や
り
く
り
や
納
期
延
長
な
ど

の
措
置
を
と
っ
て
就
業
継
続
支
援
を
行
っ
て

い
る
。 

  

二
〇
〇
二
年
時
点
で
女
性
雇
用
者
の
半
数

以
上
が
実
は
九
九
人
以
下
の
中
小
企
業
に
勤

務
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
中
小
企
業

で
育
児
支
援
策
が
充
実
さ
れ
る
こ
と
が
ひ
い

て
は
女
性
全
体
の
育
児
支
援
に
役
立
つ
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

   注 １ 

報
告
書
は
、
生
活
福
祉
研
究
機
構
『
中
小
企
業

に
お
け
る
育
児
支
援
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』

（
二
〇
〇
〇
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
者

は
、
佐
藤
博
樹
、
脇
坂
明
、
藤
本
哲
史
、
お
よ
び
筆

者
。
こ
の
小
論
は
、
上
林
「
中
小
企
業
の
育
児
支
援

と
育
児
休
業
制
度
」
『
社
会
志
林
』
四
七
巻
三
号
、

法
政
大
学
社
会
学
部
、
に
基
づ
い
た
。  

  

上
林
千
恵
子
（
か
ん
ば
や
し
・
ち
え
こ
） 

　
法
政
大
学
社
会
学
部
教
授
。
東
京
大
学
大

学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
退
学
、
東
京

都
立
労
働
研
究
所
研
究
員
、
江
戸
川
大
学
社

会
学
部
助
教
授
な
ど
を
経
て
、
現
職
。
編
・

著
書
に
『
労
働
市
場
の
変
化
と
若
年
者
失
業
』

（
有
斐
閣
）、『
仕
事
の
持
つ
意
味
』（
藤
原
書

店
）、『
多
様
化
す
る
就
業
形
態
―
―
日
本
と

欧
米
諸
国
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
中
心
と

し
て
』（
東
大
出
版
会
）
な
ど
。 


